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1. 18年度の排出係数算定に係る論点（今年度通達改正点）
１）代替値の計算方法の変更について
２）異常値への対応（調整後排出係数）

2. 19年度以降の排出係数算定に係る論点（翌年度通達改正点）
１）非FIT非化石証書の取引開始に伴うCO2排出係数の整理について

①非FIT非化石証書のCO2排出原単位について
②非FIT非化石電源から調達した電気の排出係数の基本的な考え方について
③-1 エリアを跨いで非FIT非化石電源を調達した場合の排出係数の考え方について
③-2 同一事業者がエリアを跨いで非化石電気を受け渡した場合の取り扱いについて
④-1 卒FIT電気を調達した場合の排出係数の考え方について
④-2 同一事業者がエリアを跨いで卒FIT電気を受け渡した場合の取り扱いについて

３．その他
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１．１）代替値の計算方法の変更について

 これまでの代替値の算出方法としては、一般電気事業者及び特定規模電気事業者を
除く加重平均として総合エネルギー統計における外部用電力（卸電気事業者供給
分）と自家用電力（自家発の自家消費及び電気事業者への供給分）を合計した排
出係数の直近５カ年平均を国が算出・公表してきた。

 2016年4月の改正電気事業法施行に伴う電力調査統計の内容の変更により、変
更前の電力調査統計を用いて作成していた総合エネルギー統計の事業用発電部門等
について、2015年度以前と同様の方法で作成することが困難となった。

 これを受け、代替値の算出方法について、改めて検討が必要となったところ。
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（参考）総合エネルギー統計の改定について

 2016年4月の改正電気事業法施行に伴う電力調査統計の内容の変更により総合エ
ネルギー統計が改定となり、一般用電力、特定用電力、外部用電力が事業用電力に
改定されることとなった。

出典：総合エネルギー統計における2015年度以前と2016年度以降の主な違いについて（資源エネルギー庁）
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１．１）新たな代替値設定の方法について
 代替値は各電気事業者が把握した排出量のうち排出量が把握できない事業者に対し
てのみ用いる係数であり、また温対法における一定以上の温室効果ガスを排出する事
業者である特定排出者がCO2排出量を算定する際に、排出係数が算定できない場合
に用いる係数として公表されてきた。

 特定排出者は自ら使用した自家発等の電気のみならず、電気事業者（小売電気事
業者及び一般送配電事業者）から電気を調達した場合についても、調達した電気の
排出係数が算定できない場合には、代替値を用いて、自社のCO2排出量を算定するこ
となる。このため、今後の代替値の算出方法については、全電源における加重平均の
直近５カ年平均として、総合エネルギー統計における事業用電力（揚水発電を除く）
と自家用電力（自家発の自家消費及び電気事業者への供給分）を合計した排出係
数の直近５カ年平均を国が算出・公表としてはどうか。

 昨年度公表された代替値及び新たな方法で算出された代替値は以下のとおり。
昨年度公表している代替値：0.512㎏-CO2/kWh
新たな方法において、算出された代替値：0.501㎏-CO2/kWh
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（参考）代替値の検討状況について
 代替値については、第3回排出係数検討会において、算出方法が示されていたところ。

出典：平成21年 第3回排出係数検討会 抜粋
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１．２）異常値への対応について
 卸販売電力量の割合が極めて多い小売電気事業者より、今年度の排出係数を算定した結果、
係数の値がマイナスまたは異常に高い数値（以下、「異常値」という）にて報告されているところ。

 通達上、排出係数を算出する際は、「今年度調達した電気に係る排出量」から「卸供給した電気
に係る排出量」を控除したものを小売販売電力量で割ることで算出することとなっており、この際に、
卸供給した電気の排出係数は、供給先の事業者が利用する排出係数と一致させるため、前年度
の事業者排出係数を利用することになっている。

 卸売販売電力量の割合が多くかつ前年度と今年度の排出係数に差がある場合に、異常値が生じ
やすい。

〇排出係数が異常値として報告されている例

（例１）
卸販売電力量の割合が高い小売電気事業者において、前年度排出係数が今年
度調達した電気の加重平均係数を大きく上回るとき
→排出係数はマイナスとなる。

（例２）
・卸販売電力量の割合が極めて高い小売電気事業者において、今年度調達した
電気の加重平均が前年度係数を大きく上回るとき
→排出係数が異常に高い数値となる。

小売電気事業者

調達平均係数
A t-CO2/kWh

小売販売

卸供給

前年度係数
B t-CO2/kWh

（例１）

小売電気事業者

調達平均係数
A t-CO2/kWh

小売販売

前年度係数
B t-CO2/kWh

卸供給

（例2）

係数はA <<B 係数はA>>B
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１．２）異常値の考え方について
 係数が実態と乖離している当該事象に係る対応として、今後排出係数の算出結果が
以下となるときは、異常値としてはどうか。

（係数がマイナスとなる場合）
算出した基礎・調整後排出係数がマイナスとなるものは異常値としてはどうか。

ただし、ゼロエミ電源の調達や非化石証書等の購入による事業者別排出係数もしくはメニュー
別排出係数の低減を目指した結果として、係数がマイナスとなったとみなされる事業者は除く。

（係数が異常に高くなる場合）

係数が異常に高くなる係数については、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量
の算定に関する省令（以下、「算定省令」という。）別表第１の第５欄に掲げる係数および平均熱
効率から算出されたものとして最も係数が大きな1.28㎏-CO2/kWhを超える係数については、異
常値としてはどうか。
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１．２）異常値への対応について
 通達においては、「温対法60条の規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、事
業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するような適
切な配慮をすることとされている。」としているところであり、通達に基づき算出したにも関
わらず、異常値となり、実態とかけ離れた数値を公表することは、温室効果ガスの排出
の抑制等に寄与する取組には反する。

 今年度の報告において臨時の措置として、基礎排出係数が異常値となった事業者にお
いては、基礎排出係数を代替値として公表する対応をとった。（調整後排出係数が異
常値となった場合については、事業者の希望により基礎排出係数を含め非公表という対
応をとった。）

 こうした対応は臨時のものであったが、今後の運用についても、基礎排出係数が異常値
となった電気事業者については、基礎排出係数について代替値で公表することとしては
どうか。加えて調整後排出係数についても、公共機関等が実施する入札への制限等、
支障をきたすことも考えられるため、異常値が生じた場合は代替値にて公表することと
してはどうか。
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（参考）共同省エネに係る検討について

 総合資源エネルギー調査会火力発電に係る判断基準ワーキンググループにおいて、複数事業者が共同省エ
ネを行う方法について、検討が行われている。
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（昨年度の整理）エリアを跨ぐ相対取引における排出係数の考え方
 2018年10月より間接オークションが導入され、地域間連系線を利用しエリアを跨いで電気の相対取引を行う

際、電気の売手から供給される電気は全てJEPXを介して取引されている。
 間接オークション導入に伴う排出係数の考え方については、第15回排出係数検討会において議論され、送電

側（売り手）と受電側（買い手）が電源（又は電源構成）を特定した契約に基づいた取引を行い、両者が
JEPXにおいて、通常の取引とは別のユーザーIDを取得し、当該契約に係る取引に相当する送電量・受電量が
確認される場合には、契約等に基づき電源（又は電源構成）が特定できるものとみなして、送電元の排出係
数を利用することとされている。



18

（参考）エリアを跨ぐ相対取引における排出係数の考え方
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